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平成１８年度中小企業関係概算要求・財政投融資要求の概要

Ⅰ．基本的考え方

中小企業の景況は一進一我が国全体の景気は緩やかに回復しているものの、

退の状況にある。

このような状況の下、高度部材・基盤産業を支える中小企業を重点的に支

援すると共に、中小企業の新事業展開支援や資金供給の円滑化等に万全を期

すことにより、我が国経済・雇用の面で重要な役割を担う中小企業を活性化

し、景気回復・雇用拡大をより確かなものとする必要がある。

以下の考え方を基本に概算要求及び財政投融資要求を行う。このため、

１．高度部材・基盤産業を支える中小企業への支援

新産業創造戦略2005に挙げられている先端的産業分野等の競争力の源泉

となる、高度部材・基盤産業を支える技術を担う中小企業に対し、川上・

川下ネットワークの構築や研究開発への支援等、重点的な支援を行う。

２．中小企業の新事業展開や事業再生への支援

異なる分野の中小企業の連携による新製品の開発など、中小企業の新事

業への挑戦を後押しする他、将来性のある中小企業の事業再生への取り組

みを支援する。

３．中小企業の人材確保・育成支援

高等工業専門学校等と連携した実践教育や、優れた経営ノウハウや技術

開発能力等を持つＯＢ人材の活用により現場の人材育成を図るほか、若者

と中小企業とのネットワーク構築等により、人材確保・育成を支援する。

４．中小企業金融の多様化・円滑化

担保や個人保証に過度に依存しない融資を促進するほか、利用者の視点

に立って信用補完制度を見直すことにより、中小企業金融の多様化・円滑

化を図る。

５．商店街・中心市街地活性化の重点化

都市機能全般の市街地集約とにぎわい回復に一体的に取り組み、コンパ

クトなまちづくりを目指す地域に対し、重点的・集中的に支援する。
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Ⅱ．概算要求額 財政投融資要求額及び

１．概算要求額

平成１７年度予算 対前年増減平成１８年度要求額

＋１５１億円１，４５１億円 １，３００億円

※三位一体改革による１８年度 廃止額：１０７億円

、 、 （ ）※この他 財務省 厚生労働省において５４０億円を計上 平成１７年度：４３０億円

・中小企業金融公庫（保険部門）に対する出資等（財務省計上） ４８１億円

・国民生活金融公庫に対する利子補給金（財務省計上） ２１億円

・独立行政法人 勤労者退職金共済機構に対する運営費交付金（厚生労働省計上）

３８億円

２．財政投融資要求額（貸付規模）

単位：億円

18年度計画 16年度実績17年度当初計画

１８，０００ １８，３００ １６，４６３中小企業金融公庫 注１

１，５０３ １，５０３ １３０（うち証券化）

２８，０００ ３０，０００ ２３，５８２国民生活金融公庫 注２

５，０００ ５，０００ ２，０８４（うちマル経）

（注１）予想しがたい経済事情の変動その他やむを得ない事情により、計画額に不足が生じる見込

みが明らかになった場合には、財投からの借入及び債券限度額について５割を限度に増額する

ことができる（弾力条項）ので、最大２兆５,８２７億円の貸付規模を確保することが可能。

（注２）国民生活金融公庫は普通貸付ベース。上記弾力条項に基づき、仮に弾力性の効果を全て普

通貸付に振り向ければ、最大で４兆９００億円の貸付規模を確保することが可能。

（注３）商工組合中央金庫については、融資計画は１．８兆円としている。なお、商工組合中央金

庫の貸付規模については、実需に応じ債券発行等による資金調達を的確に行い､所要の規模を確

保することが可能｡
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Ⅲ．重点項目

１．高度部材・基盤産業を支える中小企業への支援

「新産業創造戦略２００５」で挙げられている先端的産業を始め、現

在及び将来において我が国を牽引して行く重要産業が今後とも競争力を

維持・強化するためには、基盤技術を担う中小企業の競争力を高めて行

くことが重要。

、 、 、しかし こうした中小企業は 市場競争の進展に伴う系列関係の変化

技術の一層の高度化・専門化、人材確保・育成の困難さなど、様々な経

営環境の変化や経営課題に直面している。

、 、 、このため 川上・川下産業の情報共有の促進 研究開発への支援など

戦略的・重点的な施策パッケージを構築するとともに、必要な法的措置

を検討する。

（１）川上・川下間のネットワークの構築支援

基盤技術を担う川上中小企業と、燃料電池や情報家電等の川下産業間の緊密な

コミュニケーションを通じた「情報の非対称性の解消 「川上中小企業が行う技」

術開発の不確実性の低減」を図るため、川上・川下間の連携・すり合わせをコー

ディネートする人材の配置や、両者の情報交換の場の創設、マッチング機会の創

出など、川上・川下間のネットワーク構築に向けた取り組みを支援する。

１８年度要求額 １７年度予算

川上・川下ﾈｯﾄﾜｰｸ構築支援事業 ４．０億円 （新 規）

（２）基盤技術の研究開発支援

我が国経済を牽引していく産業分野（重要産業分野）の競争力を支える基盤技

術の高度化に向けて、革新的かつハイリスクな研究開発や、生産プロセスのイノ

ベーション等を実現する研究開発に取り組む中小企業を支援する

１８年度要求額 １７年度予算

戦略的基盤技術高度化支援事業 ９２．０億円（新 規）
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（３）高専等を核とした中小企業人材育成システムの構築

地域の高専等との連携により、地元の中小企業のニーズに即した技術教育を行

うため、プロジェクトを実施する機関がカリキュラムの開発や研修等を行う。

１８年度要求額 １７年度予算

高専等活用 人材育成支援 １２．０億円 （新 規）

（４）計量標準による技術の精度・信頼性の客観的な証明

中小企業が行う加工・製造プロセスの精度・信頼性を客観的に証明し、製品の

市場への供給を支援するため、地域の試験検査機関等による精度管理システムの

構築や人材育成、施設整備等を行う。

１８年度要求額 １７年度予算

中小企業への計量標準基盤強化事業 １１．０億円 （新 規）

（５）基盤技術の承継の円滑化

ものづくり中小企業が蓄積・保有する技術・技能の承継を円滑化するため、自

社が有する設計・加工ノウハウ等を電子的に蓄積・活用する事を可能にする汎用

性の高いソフトウェアを開発し、中小企業者に提供する。

１８年度要求額 １７年度予算

中小企業基盤技術継承支援事業 ７．０億円 （新 規）

（６）中小企業の知的財産権の保護・活用支援

中小企業の知的財産権の創造、保護及び活用を支援するため、知的財産の活用

に問題を抱える中小企業に対し、知的財産の活用ノウハウや問題解決方法の普及

を目的としたセミナーを全国各地の商工会・商工会議所で開催するほか、窓口相

談や専門家派遣を行う。

１８年度要求額 １７年度予算

中小企業知的財産啓発普及事業 ２．０億円 （新 規）
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２．新事業展開や事業再生への支援

我が国経済の活性化のためには、経済活力の源泉である中小企業の積

極的な事業展開を促すことが必要。このため、新事業に挑戦する中小企

業に対し、新製品・サービス開発から市場化・販路開拓まで一貫した支

援を行うほか、経営状態を立て直すべく事業再生に取り組む中小企業を

強力に支援する。

（１ 「新連携」による新事業展開への支援）

異なる分野の中小企業が連携した新事業活動（新連携）による新事業展開を促

進するため、各地域に設置された「新連携支援戦略会議」が中核となり、技術や

マーケティング、金融等の専門家により事業計画の策定段階から市場化に至るま

でフォローアップを行い、技術開発や販路開拓等を支援する。

１８年度要求額 １７年度予算

新連携支援事業 ５４．４億円（４６．０億円）

（２）創業や新事業活動への密接な支援

商工会・商工会議所等の優れた支援人材（シニアアドバイザー）が創業や新事

業展開を志す者に対し、ビジネスプラン策定や市場調査等の支援を行うことによ

り、創業、経営革新の芽の開花・結実を支援する。

１８年度要求額 １７年度予算

シニアアドバイザー事業 １４．８億円（１２．０億円）

（３）ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業

地域の特性を生かした製品の魅力を更に高め、全国さらには海外のマーケット

においても通用する高い評価（ブランド力）を確立すべく、商工会・商工会議所

等が地域の企業等をコーディネートしつつ行う、マーケットリサーチ、新商品・

デザインの開発・評価、展示会参加等の取組に対して、複数年度に亘って総合的

支援を行う。

１８年度要求額 １７年度予算

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 １１.１億円（ ９．１億円）
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（４）再生に取り組む中小企業への支援

今後も増加が見込まれる中小企業の再生へのニーズに対応するため、再生計画

策定支援のための体制を強化するなど、中小企業再生支援協議会の強化を図る。

更に、再生ノウハウの普及に向けたセミナー開催により、再生支援人材を育成す

る。

１８年度要求額 １７年度予算

中小企業再生支援協議会事業 ３０．５億円（２９．７億円）
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３．中小企業の人材確保・育成支援

中小企業の積極的な事業展開を図るためには、ものづくり人材など企

業の中核を担う優秀な人材が不可欠。

このため、各地域における中小企業と若者との相互理解の促進や、高

専等を核とした地域における人材育成、企業等のＯＢ人材の技術・ノウ

ハウを有効活用するためのマッチング事業等を行う。

（１）若者と中小企業とのﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業

若者の就業対策と中小企業の人材確保対策を促進するため、ジョブカフェや教

育機関を活用しながら、若者と地元中小企業との相互理解を促進するモデル事業

を支援する。

１８年度要求額 １７年度予算

若者と中小企業とのﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業 ２２．５億円（新 規）

（２）高専等を核とした中小企業人材育成システムの構築（再掲）

地域の高専等との連携により、地元の中小企業のニーズに即した技術教育を行

うため、プロジェクトを実施する機関がカリキュラムの開発や研修等を行う。

１８年度要求額 １７年度予算

高専等活用 人材育成支援 １２．０億円（新 規）

（３）企業ＯＢと中小企業のマッチング支援

中小・ベンチャー企業の新事業展開や経営革新等に不足しがちな、経営戦略等

を助言する知見やノウハウを持った人材（企業等のＯＢ）の掘り起こしや情報提

供により、中小企業とのマッチングを行うことで中小企業の経営・技術等の向上

を支援する。

１８年度要求額 １７年度予算

企業等ＯＢ人材活用推進事業 １２．８億円（５．１億円）
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（４）少子化時代に対応した経営への支援

仕事と育児を両立できる職場環境作り等、少子化に対応した経営を行っている

中小企業の例を調査・分析した上で、ベストプラクティスを普及することにより

中小企業の少子化対策を促進する。

１８年度要求額 １７年度予算

中小企業 少子化対応経営 普及事業 １．１億円 （新 規）
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４．中小企業金融の円滑化

不動産担保や保証人に過度に依存しない融資の一層の拡大とともに、信用

補完制度について、利用者ニーズや利用状況の変化等を踏まえた制度の抜本

的な見直しを行うこと等により、中小企業者の資金調達の円滑化を図る。

特に、無担保融資については、民間金融機関による中小企業者向け無担保

融資を促進するため、昨年７月に開始した証券化支援業務の枠を２７００億

円に拡大するとともに、対象となる中小企業の拡大を行う。また、政府系金

融機関についても無担保融資の限度額引上げ等を行う。

（１）担保や個人保証に過度に依存しない融資の推進

民間金融機関等の貸付債権の証券化への支援や、政府系金融機関による無担

保・無保証融資の促進等、中小企業に対する、担保や個人保証に過度に依存しな

い融資を推進する。

１８年度要求額 １７年度予算

証券化支援事業 ５９．０億円（３５．０億円）

（ ）政府系金融機関による無担保融資の限度額引き上げ等 財投要求

・中小公庫

無担保 ５千万円 → ８千万円

担保一部免除 ８千万円 → １億２千万円（免除割合の上限７５％）

・商工中金

無担保 ８千万円 → １億２千万円

担保一部免除 ８千万円 → １億２千万円（免除割合の上限７５％）

（２）信用補完制度の抜本的な見直し

、 、信用補完制度について 利用者の視点に立った制度の見直しやサービスの向上

保証協会と金融機関との適切な責任共有による連携強化、更には信用補完制度の

持続的な運営基盤の確立等、制度創設以来の抜本的な見直しを行う。

１８年度要求額 １７年度予算

信用保証協会の運営基盤の強化等 ６７．７億円（５４．０億円）



- 10 -

５．商店街・中心市街地活性化対策の重点化

まちの郊外化や少子高齢化、将来的な人口減少等、商店街・中心市街

地を巡る環境が厳しさを増す中で、コンパクトなまちづくりに取り組む

先進的地域に対して戦略的な支援を行う等、商店街や中心市街地の活性

化対策の重点投入を図る。

（１）コンパクトなまちづくりに取り組む中心市街地への重点的な支援

コンパクトなまちづくりに向けて、都市機能の市街地への集約と、中心市街地

のにぎわい回復を一体的に取り組む地域に対し重点的な支援を行い、中心市街地

活性化策の先進地域モデルを示す。

戦略的中心市街地 中小商業等活性化 支援事業

１８年度要求額 １７年度予算

．０億円（ ．０億円）８０ ４１

（２）少子高齢化に対応した商業施設整備

少子高齢化に対応するため、空き店舗を活用した保育所やバリアフリー舗道の

整備等を促進し、先導的な商業施設の整備を促進する。

１８年度要求額 １７年度予算

少子高齢化等対応 商業施設整備事業 ２５．４億円（新 規）


